
相談❶
　アナログ回線から光回線に変え
ると利用料金が安くなると電話が
あった。安くなるのだと思い契約
したが、高い工事費用を請求され
た。

相談❷
　大手事業者を名乗る訪問があり、
このままでは固定電話が使えなく
なるため光回線にしたほうがいい
と言われた。本当か？

●相談事例
　市内で光回線に関連する電話勧誘や訪問販売による
トラブルが発生しています。契約は口頭でも成立する
ので、その場ですぐ応じず、十分な検討が必要です。
　令和４年７月からは、光回線などの通信サービスを
電話勧誘する場合、契約する前に、契約内容を分かりやすく書いた書面を渡
すことが事業者の義務になりました。「安くなる」「工事費不要」などの説明
をうのみにせず、サービスの内容、契約先となる事業者名、料金など、現在
の契約とも比較してよく確認しましょう。内容が分からない時は、家族や周
囲の人に相談しましょう。
　光回線に変えなくても、これまでと同様に固定電話は使えます。また有名
企業をかたる勧誘にも十分注意しましょう。困ったときは消費生活センター
にご相談ください。

＜消費生活センターからのアドバイス＞

　須玖式土器は、今から約2,100年前、弥生時代中期の北部九州を中心
に使われていた土器です。土器の口の部分は、断面「Ｌ」字に外へと
張り出していて、帽子のつばのようになっています。甕形のものは主
に煮炊きに使われていたと考えられますが、時には子ども用の棺とし
て使われることもありました。
　大崎鼻遺跡では、令和４年度に自転車歩行者専用道路の建設工事に
伴って発掘調査が実施され、須玖式土器も多数出土しました。出土し
た土器をよく観察すると、黒い小さな角閃石という鉱物が粘土に混ざっ
ています。角閃石は雲仙火山の溶岩に含まれることから、これらの土
器は北部九州から運ばれてきたものではなく、北部九州と関わりをも
つ人物が南島原で製作したものではないかと考えられます。
　須玖式土器の時代、北部九州では各地に「クニ」とよばれる地域社
会が成立し、そこを治める有力者たちは、積極的に大陸や南の島々と
も交流をもちました。有明海は北部九州と外洋とを結ぶ海の玄関口だっ
たのです。南島原の弥生人も積極的に北部九州の人々と交流をもち、
もしかしたら外洋への橋渡しの役割も担っていたかもしれません。

と６月１日㈭～７月31日㈪　※休館日：火曜日　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
ば深江埋蔵文化財・噴火災害資料館
り一般…200円／高校生…150円／中学生以下…無料　＊団体割引あり ※企画展は入館料のみでご覧いただけます。
問文化財課（南有馬庁舎）  ☎７３－６７０５

６月～７月の
小企画

　島原市白土桃山にある浜の川湧水は、今から約230年前に
起きた噴火大災害「島原大変」での眉山の崩壊土砂が、海を
埋め立てた場所に湧き出した湧水です。この湧水の脇にある
共同の洗い場は、用途に応じて利用場所が決められているほ
か、地域住民が常に掃除をしており、景観の保持に努めてい
ます。
　南島原市西有家町の龍石海岸は、およそ50万年前に始まっ
た雲仙火山の始まりの地層が見られるジオサイトです。ここ
では、世界ジオパーク認定以降、地域住民が主体となり、「ジ
オサイトクリーン作戦」を定期的に開催し、周辺の草刈りや
海岸の清掃活動などの保全活動が続けられています。
　雲仙市小浜町には、「庄屋の水」として名高い湧水スポット、

上の川湧水があります。江戸時代からの古い歴史をもつこの
湧水でも、地域住民が洗い場の清掃や水底にたまった落ち葉
の除去作業を行っており、地域での保全活動が続けられてい
ます。
　これらの他にも、雲仙火山がつくりだした大地の遺産が、
地域に住む人たちの手によって大切に守られ、管理されてい
る事例はたくさんあります。どれも地域の自然や文化を維持
する大切な取り組みであり、ジオパーク認定地域としての品
質の保持にも繋がっていきます。
　毎年各所で行われている市民清掃も、半島内の大地の遺産
の保全に繋がっています。身近なところから地域の環境を守
り、その魅力を次世代に引き継いでいきましょう。

住民の手による大地の遺産保全
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上の川湧水龍石海岸浜の川湧水

こんにちは！消費生活センターです 問
南島原市消費生活センター
☎８２－３０１０

光回線の勧誘トラブル
～通信サービスの契約はその場で答えず、慎重な検討を～

問 島原半島ジオパーク協議会　☎０９５７ｰ６５ｰ５５４０
E-mail：info@unzen-geopark.jp

つなごう未来へ！
島原半島ユネスコ世界ジオパーク南島原の考古学 須 玖 式 土 器

　　　　　～大崎鼻遺跡（布津町）～
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須玖式土器の甕（かめ）の一部

　産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

●対象者
　国民年金第 1号被保険者
●免除期間
　①出産予定日または出産日が属する月の前月から４カ月間。
　②多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月

の３カ月前から６カ月間。

●手続きなど
各支所に備え付けの様式に必要
事項を記載して届け出てくださ
い。
出産予定日の６カ月前から届け
出ができます。

問日本年金機構  諫早年金事務所 ☎0957－25－1662  南島原市 健康づくり課 ☎73－6641 または 各支所

教えて！国民年金
～産前産後期間の国民年金保険料が免除になります～

●半額キャンペーン
と６月５日㈪～７月16日㈰
ば雲仙岳災害記念館（常設展示）（島原市平成町）
り大人…520円／中高生…370円／小学生…260円
対島原半島内に在住の人
※チケット購入時に「半額割引キャンペーン利用」とお声がけください。

●定点ワンコインガイド
とキャンペーン期間の土日
　午後２時～３時30分（受付：午後１時）
定30人（先着順）　り５００円
対半額割引キャンペーン利用者
問雲仙岳災害記念館  ☎０９５７－６５－５５５５

がまだすドーム半額キャンペーン&定点ワンコインガイド
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